
　 去る 、 １ 月30日（ 木） に第４ 回酪農後継者育成

塾が開催さ れ、 28名が受講し ま し た。

　 今回のテーマは「 移行期管理について」 と 題

し 、 株式会社ボーバイ ンベッ ト サービス の濱田将

臣先生にご講演いただき ま し た。

　 冒頭では、 国内で発生

し たラ ンピ ース キン病に

関する 事例やワ ク チンの

話題が取り 上げら れま し

た。

　 その後、 代謝病の発生

と 乾物摂取量の関係並び

に乳量の関係、 分娩後の

負のエネルギーバラ ンス

は多く の健康問題を引き

起こ し 、 生存割合の低下

につながる こ と を説明さ れま し た。 移行期管理の

対策と し て下記のポイ ント が挙げら れま し た。

・ 乳熱の予防

・ 起立不能（ 低カルシウ ム血症・ 筋断裂・ 脱臼）

の予防

・ 産道の傷の予防

・ 子宮炎・ 胎盤停滞の予防

・ ケト ーシス ・ 脂肪肝の予防

・ 第四胃変位の予防

・ 新生子牛の虚弱・ 死亡対策

・ 淘汰を減ら す

・ フ レ ッ シュ 牛の乳量を伸ばす

・ 乳房浮腫を予防する

　 低カルシウ ム血症は、 骨格筋及び平滑筋の機能

低下を 引き 起こ し 、 第四胃や子宮の運動性低下

等、 様々な疾病に繋がり 、 乳量の低下や繁殖成績

の悪化に繋がる と 説明さ れま し た。 低カルシウ ム

血症を防ぐ ク ロ ース アッ プ期の栄養について、

①カリ ウ ムの高い牧草を避ける （ 牧草の分析）

②マグネシウ ムの給与

③リ ンの給与量を減ら す

④硫酸カルシウ ムの給与

⑤DCAD調整飼料を用いたネガティ ブDCAD戦略

について説明があり ま し た。

第４ 回 酪農後継者育成塾が開催さ れまし た
生産本部　 営農指導課　

　 次に、 適切な分娩介入の方法や子宮炎、 子宮蓄

膿症に罹患し た牛の乳量や妊娠率、 淘汰率と いっ

た経済的コ ス ト を比較し た説明があり ま し た。

　 ま た、 フ レ ッ シュ 牛の乳量を 伸ばすためにク

ロ ース アッ プ期およ び分娩前後に加熱大豆など の

蛋白源を給与する こ と で産後１ ～３ 週間の乳量が

増加する と の説明があり ま し た。 加えて、 ク ロ ー

ス アッ プ期の蛋白源強化は乳房浮腫の予防にも 効

果的と の説明があり ま し た。

　 最後に濱田先生が実践し ている 産後ケ ア のマ

ニュ アルについて紹介さ れま し た。

講義の様子

　 受講後は各グループに分かれ、「 各牧場の移行

期の取り 組みや対策、 課題」 についてグ ループ

ワ ーク を行い、 それぞれの取り 組みや課題につい

て共有し ま し た。

　 受講後のアン ケート では、「 移行期・ 分娩後の

栄養管理を見直し たい」、「 分娩時の介助について

見直し たい」、「 乾乳牛舎の牛床の管理をこ ま めに

行う 」 等の意見があり ま し た。

　 次回は今年度最後の後継者育成塾と し て、「 哺

育期管理」 をテーマに開催予定です。

　 移行期管理に関する ご相談等あり ま し たら 、 担

当ま でご連絡下さ い。

（ 営農指導課 096－388－3510　 担当： 鶴田）

濱田先生
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　 去る 令和７ 年２ 月1 2 日（ 水） に菊陽町の菊陽ボウルで 、 熊本県乳牛改良同志会・ 熊本県酪農青

壮年部協議会合同の親善スポーツ 大会が開催さ れまし た。 5 2 名（ 夫婦の部５ 組、 個人の部4 2 名）

と 多数のご参加を 頂き まし た。

　 前年度個人の部優勝者の谷孝節さ ん（ 山鹿市支部） の素晴ら し い投球から ゲームが始まる と 、

各レ ーン では笑いや歓声が絶えず、 地区の垣根を 超えた交流も あり 、 非常に盛り 上がっ た大会と

なり まし た。 各部門の成績は下表のと おり です。

　 なお、 協賛頂き まし た各メ ーカ ー様、 ご協力有り 難う ございまし た。

各　 賞 ペ ア 名 （ 支 部 名 ） 成　 績

優　 勝  本田　 裕樹・ 美咲ペア（ 旭志） 5 4 5 点

準優勝  本田　 真人・ 紗也香ペア（ 旭志） 5 0 1 点

３ 　 位  松島　 太一・ 啓美ペア（ 熊本酪） 4 9 5 点

各　 賞 氏 名 （ 支 部 名 ） 成　 績

優　 勝 　 岩根　 正尚さ ん（ 旭志） 3 5 3 点

準優勝 　 稲田　 健人さ ん（ 熊本酪） 3 3 8 点

３ 　 位 　 萩原　 一盛さ ん（ 球磨） 3 3 6 点

団 体 個 人

熊本県乳牛改良同志会・ 熊本県酪農青壮年部協議会

合同ス ポーツ大会開催‼

優勝夫婦の部 優勝個人の部

始球式 全体風景
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　 よ う やく 花がほこ ろぶ暖かさ を感じ る 頃と なり

ま し た。

　 海の向こ う の米国では、 ト ラ ンプ大統領が就任

と と も に自国第一主義に取り 組んでおり 、 関係相

手国は大統領の一挙手一投足に振り 回さ れ、 世界

経済は混沌と し ていま す。 日本の立ち位置も US

ス チール問題や関税引き 上げなど 不透明さ を感じ

てし ま いま すが、 政府にはし っかり し た対応で我

が国への影響を最小限にと ど めて頂き たいも ので

す。

　 そのよ う な環境下ですが、 令和６ 年度も 残り 僅

かと なり ま し た。 皆様にと ってど んな年度であっ

たでし ょ う か。 思えば本会創立70周年、 ら く のう

牛乳発売50周年の節目と なる 年度でし たが、 記録

的な夏場の猛暑と 冬の寒冷・ 豪雪、秋にはラ ンピ ー

ス キン病の初感染など、 想像を超えた大き な出来

事に翻弄さ れた年度であり ま し た。

　 ま た、 今年度は農業・ 酪農業にと って大き な法

改正を迎えた年度でも あり ま し た。 ６ 月には、 農

政の基本理念や政策の方向性を示す「 食料・ 農村・

農業基本法」 が制定から およ そ四半世紀ぶり に改

正さ れま し た。 国民一人一人の食料安全保障を基

本理念の中心に位置づける と と も に、 合理的な費

用を 考慮し た価格形成等が新たに提示さ れま し

た。 現在は改正法の成立を受けて基本計画の改定

作業が行われていま す。 食料安全保障や価格対策

は酪農業と 密接に関わって参り ま すので、 特に注

目し ていき たいと 思いま す。 さ ら に、 基本計画と

と も に農水省にて３ 月中の改定に向けて検討さ れ

ている のが、 新たな「 酪農およ び肉用牛生産の近

代化を 図る ための基本方針（ 酪肉近）」 です。 農

水省は新し い酪肉近における 構成案と 基本指標を

公表し ま し たが、 最も 注目さ れる 生乳の生産数量

目標は、 ５ 年後の生産

数量を現状の生産量並

みと し ていま す。 生産

コ ス ト の高止ま り と 副

産物価格の低迷、 脱脂粉乳の過剰在庫など厳し い

情勢下での改正ですが、前年未達の生産状況の中、

現行の酪肉近目標780万ト ン から 後退する こ と と

なり 、 酪農家の士気への影響が気になり ま す。 こ

のほか需給調整における 契約の遵守や規律強化、

加工原料乳生産者経営対策（ ナラ シ対策） のメ

ニュ ー拡充によ る 経営安定機能の強化などが明記

さ れていま す。 国には新たな酪肉近の確定に対し

酪農生産現場の意見の反映と 将来持続可能な産業

と し て発展でき る 酪農業の確立に向けた立法化を

願いたいも のです。

　 酪農生産基盤は令和４ 年度から の抑制型の推進

や猛暑によ り 弱体化し ていま す。 北海道ではよ う

やく 前年を超えた生乳生産と なっていま すが、 都

府県では大き く 減少し ており 即時的な回復・ 拡大

は厳し い状況です。 本県における 今年度の生乳

生産見込み数量は会員集計によ り ま すと 246,774t

前年比98.4％と 前年未達と なっ ていま す。 酪農家

の廃業も 続いていま す。 ２ 月末の酪農家戸数は

372戸と 今年度は既に18戸が減少し ており 、 年度

末に向かいさ ら に減少が見込ま れま す。 やはり 厳

し い酪農環境が影響し ていま す。

　 酪農は10年おき に大き な波がやってく る と いわ

れていま す。 でき る だけその波を小さ く し たいも

のですし 、 小さ く し なければなり ま せん。 そのた

めの対策の一つは農協組織の強化です。 一人一人

では小さ な個々人が協同の力によ り 大き な成果を

目指す。 それが我々農業協同組合です。 今日の熊

本県における 農協・ 酪農協組織は設立以来多く の

「 ゆく 年度・ く る 年度 新年度に思う 」

COLUMN ― コ ラ ム ―

ら く のう マザーズ 常務監事

廣田　 浩治
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九州支店

熊本県熊本市東区小山 7丁目4-15

先輩諸氏によ り 支えら れた努力の賜物であり 協同

精神のシンボルです。 事業を強化し 施設・ 設備を

充実し 農協組織を強固に育ててこ ら れま し た。 こ

の協同の宝を次の世代へ繋いでいく こ と も 我々の

使命ではないでし ょ う か。 組織の力を結集し 酪農

の波を超えていき ま し ょ う 。

　 今年度の年度末に向かい徒然と 書き 記し ま し た

が、 来る 令和７ 年度は大き な回復期を迎える と 感

じ ていま す。 北海道では乳価改定が公表さ れてい

ま す。 こ のコ ラ ムが届く 頃には都府県でも 改定が

見ら れる かも し れま せん。 来る 令和７ 年度が飛躍

の年度と なる よ う に関係各位のご協力を改めてお

願いいたし ま す。

　 最後になり ま すが、 暖かく なる と と も にラ ン

ピ ース キン病の感染が危惧さ れま す。 こ の伝染病

は吸血昆虫（ ハエ・ 蚊・ ダニ） によ り 伝播する こ

と から 、 酪農家の皆様には、 ま ず媒介の活動が活

発になる 前に徹底し た駆除をお願いし ま す。 自ら

のために地域のために、 熊本・ 日本の酪農のため

にご協力をお願いし ま す。

　 そし て、 希望にあふれた輝かし い新年度を迎え

ま し ょ う 。
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　 ｢第4 8 回酪農女性の集い｣ が２ 月2 0 日（ 木）

に県立劇場 演劇ホールで開催さ れ、 総勢約4 7 0

名の酪農女性と 一般消費者の方々が参集し まし た。

　 午前の部と し て、 南阿蘇で米農家を さ れている

大津 愛梨氏を 講師に迎え、「 ついに来た！ 2 0 2 5

から は農業が主役♡ 」 と 題し て記念講演が行われ

まし た。 本業である米の有機栽培以外にも ご自身

の生い立ちから 子育て時の苦労話や自身の経験を
生かし てどのよう に農業に携わっ てこ ら れたのか、

更にSNSを活用し て魅力ある農業を 常に発信し た

こ と など幅広いお話を し ていただき まし た。 そし

て、 締めく く り と し て、「 最後にやり たい事を 思

い続けると そのう ち突破口が見つかる」 と お話し

さ れ、 講演を聞かれた方は、 自分の背中を 後押し

し ていただけるよう な講演だっ たと 思います。
　 午後の部は、「 熊本県酪連創立7 0 周年、 ら く の

う 牛乳発売5 0 周年」 の記念動画から 始ま り 、 県

酪連創業から 現在までの歴史や昔のＣ Ｍなど当時

を 思い出すよう な懐かし さ を 感じ まし た。 山鹿地

域の活動報告では、 牛乳消費拡大のためマルシェ

でのバタ ーづく り 体験やアイ スク リ ーム販売、 保

育園での酪農教室など食育活動を中心と し た発表

がさ れまし た。

　 その後、 県女性部役員による「 ク イ ズ大会」 が

実施さ れ、 一般消費者だけでなく 、 酪農女性にも

ご参加いただき、 会場は大いに盛り 上がり まし た。

　 また、 昨年度好評であっ た「 牛乳の無料試飲」

を 行い、 約3 4 0 名の方に試飲し て いただき ま し

た。 お昼休憩の僅かな時間でし たが、 ら く のう 牛

乳を 使用し たホッ ト ミ ルク や低温殺菌牛乳と いっ

たマザーズ商品を 試飲さ れ、 絶えず笑顔が溢れて
賑わいを 見せていまし た。

　 昼食時には、 牛乳を 使用し たお弁当の提供、 阿

蘇ミ ルク 牧場の乳製品や地域特産品のセッ ト が当

たるお楽し み抽選会の実施、 来場者へのお土産と

し てプリ ンやヨ ーグルト のセッ ト を配布し まし た。

　 今回参加さ れた一般消費者の中には「 ら く のう

牛乳大好き 」 と 言っ て 牛の着ぐ る みを 着て いる
方がいたり 、 ｢記念講演が興味深く 聴講でき、 と

ても 良かっ たです！」 ｢改めて牛乳やヨ ーグルト

を 食べら れる あり がたさ を 実感し ていま す。｣ と

いっ た温かい応援のメ ッ セージが寄せら れ、 酪農

への理解を 深めていただく こ と ができ たと 実感し

ています。 こ の酪農女性の集いを 通し て、 牛乳・

乳製品の消費拡大の手助けの一助と な る こ と を

願っ ています。

｢第4 8 回酪農女性の集い開催｣ ! !
主催： 熊本県酪農女性部協議会・ ら く のう マザーズ　 会場： 県立劇場 演劇ホール（ 熊本市中央区大江） 

ミ ルク バー

隈部会長

内ケ島会長

大津愛梨氏
会場風景

山鹿活動報告風景

県女性ク イ ズ大会風景③

県女性ク イ ズ大会風景②
県女性ク イ ズ大会風景①
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　 令和６ 年分酪農税務研修会が２ 月６ 日（ 木） に、 ら く のう マザーズで開催さ れま し た。

　 今回は熊本西税務署の師岡貴文記帳指導推進官と 八代市で税理士事務所を開業さ れている 原田八

重税理士の御二方をお招き し 、 令和６ 年分の税制改正の留意点、 確定申告における 重点項目等につ

いて説明し ていただき ま し た。

　 本年の留意点と し て、 合計所得金額が1,805万円以下の納税者は扶養家族１ 人につき ３ 万円を 所

得税から 特別控除（ 定額減税） する こ と ができ ま す。 なお、 確定申告書の第一表の控除額記載欄㊹

の人数は、 申告者本人を含めた控除対象の人数を記入する 必要があり ま すのでご注意く ださ い。

　 ま た、 令和５ 年10月から のイ ンボイ ス 制度（ 適格請求書等保存方式） に伴い免税事業者から イ ン

ボイ ス 発行事業者と なった課税事業者は、 消費税納税額の対象期間が昨年は３ ヶ 月分でし たが、 本

年は丸１ 年分と なり 納税額が昨年よ り 増加し ま すのでご注意く ださ い。

　 その他、 事業所得と 譲渡所得の区分や、 修繕費と 資本的支出の区分等、 仕訳の際に判断が困難な

事項についても 解説さ れま し た。 申告時の納税額に影響する 内容ですので、 皆様も 申告の際は今一

度ご確認く ださ い。

令和６ 年分酪農税務研修会
ら く のう マザーズ、 公益社団法人熊本県畜産協会　

師岡記帳指導推進官 原田税理士

研修会風景
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I VF黒毛和種の市場価格の変動
技術課　 本田　 望　

　 令和５ 年度９ 月にIVF黒毛和種の平均価格が30万円を割り 、 副産物収入と し ての魅力に陰り

が見えま し た。 令和６ 年度に入ってから は雄産子が30万円を下回る こ と は無く なり 、 35万円前

後で価格が安定し ま し たが、 令和５ 年の４ 月から ２ 月の出荷頭数が2,637頭に対し 、 令和６ 年

は出荷頭数が2,290頭に減少し ま し た。

　 令和６ 年12月から 出荷頭数が大き く 減少し 、 その影響でIVF雄産子の価格が上昇傾向にあり
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産子の出荷頭数がさらに減少することが見込まれます。 
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IVF 雄産子で出荷頭数の多い種雄牛の出荷データをまとめました。北美津久の出荷頭数

が増加したのが 9 月頃、福勝鶴は 11 月頃から本格的に上場しています。10 月以降、愛之国

の出荷頭数は大きく数を減らしたので現在は殆ど上場していません。福之姫の価格は安定

していますが、雌を含む平均価格は 320,515 円になります。性判別卵を使用した方が期待

値は高いのでオススメです。 

 
黒毛和種の子牛は管理が難しく、ET 和牛スモール市場は約 4 か月飼育しなければならな

いなど、デメリットがあります。最近ではスモール市場に日令 50 日前後で持ち込む方も増

えております。子牛が過密状態で病気が蔓延する、哺乳に手が回らないなど繁忙期は早めに

出荷するのも有効な一手です。 
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１ ． 目的

　 　 昨年、 県内においてラ ンピ ース キン病発症が確認さ れ、 今後ま ん延のリ ス ク が危惧さ れていま

す。

　 　 つき ま し ては、 緊急性を要する こ と から 会員組合の対策に加え、 生産者全ての農場において、

本病の防疫に有効なバイ オセキュ リ ティ 向上のための取組を推進し 、 家畜衛生管理と 併せて酪農

経営の向上につなげる こ と を目的と し て、 支援し ま す。

２ ． 事業主体

　 　 こ の事業主体は、 熊本県酪農業協同組合連合会（ 以下「 本会」 と いう 。）

３ ． 事業実施期間

　 　 令和７ 年３ 月１ 日から 令和７ 年９ 月30日ま でと する 。

　

４ ． 助成金

　 　 防疫対策に取り 組んだ場合、 その事業費（ 材料費） の１ ／２ 以内を助成する 。

　 　 ただし 、 一戸当たり 100千円（ 消費税は不課税） を限度と する 。

５ ． 事業費

　 　 本事業の事業費は、 10,000千円以内と する 。

　 　 ただし 、 事業費を超えた場合については、 会員組合が一体と なって取り 組むも の（ 助成事業等

の取組） を優先し 、 按分し て助成する も のと する 。

６ ． 事業対象者

　 　 本会会員の組合員であって、 本会へ生乳出荷し ている 生産者と する 。

　 　

令和７ 年度熊本県酪農防疫対策推進事業
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７ ． 取組内容（ 例）

　 　 ・ 資材（ 防虫ネッ ト ・ 防虫剤・ 組合せ複数可）、 そのほか本会が特に有効と 認めた防疫対策と

する 。

　 　 ・ なお、 防虫剤（ 薬品） については、 使用上の効能ま たは効果、 用法およ び用量に十分留意し

て使用する も のと する 。

８ ． 申込方法と 事業実施後の報告

　 　 ・ 組合は、 令和７ 年度熊本県酪農防疫対策推進事業参加申込書（ 別紙様式１ ） を本会経営支援

課へ、 令和７ 年３ 月末ま でに提出する も のと する 。

　 　 ・ 組合は、 事業実施後に令和７ 年度熊本県酪農防疫対策推進事業実施報告書（ 別紙様式２ ） と

検収調書（ 納品書等・ 検収写真添付） を作成の上、 令和７ 年10月末ま でに本会経営支援課へ提出

する も のと する 。

９ ． 助成金の支払い

　 　 本会が令和７ 年度熊本県酪農防疫対策推進事業実施報告書（ 別紙様式２ ） と 検収調書の内容を

確認のう え、 令和７ 年12月末ま でに助成金の支払いを行う も のと する 。

　

1 0 ． その他

　 　 こ の事業に定める も ののほか、 必要な事項が生じ た場合は、 本会会長が別に定める こ と ができ

る も のと する 。
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